
詐欺などにご注意ください 事業に関して行政職員などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、
お住まいの市町村や最寄りの警察署に連絡してください。

低所得の子育て世帯を対象に
今年度も給付金を支給しています

次のいずれかに該当する世帯のお子さまお一人につき 5万円

詳しくは厚生労働省のサイトを
ご覧ください。

厚生労働省　子育て世帯生活支援特別給付金

子育て世帯生活支援特別給付金

ひとり親世帯 ひとり親世帯以外

 〇 令和４年４月分の児童扶養 
手当受給者の方

 〇 公的年金などを受給している
ことにより、児童扶養手当を
受給していない方

 〇 新型コロナウイルス感染症の
影響で家計が急変し、収入が
児童扶養手当受給者と同水
準になっている方

〇 令和４年４月～令和５年３月
のいずれかの月分の児童手当
または特別児童扶養手当の
受給者で住民税非課税の方 

（公務員除く）

 〇 公務員で上記に該当する方
 〇 高校生世代を養育し、住民税

非課税の方

 〇 新型コロナウイルス感染症の
影響で家計が急変し、令和４
年度分の住民税が非課税で
ある者と同様の事情にあると
認められる方

各手当の振込口座に
支払済または支払予定

申請書類・期限はお住まい
の市町村へお問い合わせくだ
さい

※�いずれかの対象で支給を受けた方は、他の対象での支給は受けられません。

厚生労働省コールセンター
0120−400−903

受付時間：月～金（祝日を除く）9:00 ～ 18:00

給付金を受け取る
には申 請 が 必 要 
です。

申請は不要です。

お問い合わせ先  県地域・家庭福祉課　018-860-1344

給付金に関するお問い合わせ先
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